
 

 

  

平成 30 年 12 月 12 日 

海 上 保 安 庁 

 

 

フィリピン沿岸警備隊に対する高速小型艇取扱訓練を実施！ 

～海上保安庁モバイルコーポレーションチーム フィリピン派遣～ 

 

海上保安庁は、フィリピン沿岸警備隊から高速小型艇に関する船舶維持管理・運用に係る指導

要請を受け、１２月４日（火）から７日（金）までの間、フィリピン沿岸警備隊職員への技術指導のた

め、モバイルコーポレーションチーム（※）職員３名をフィリピンへ派遣しました。訓練では、日本政府

が供与した巡視船搭載の高速小型艇を用いた指導等を行い、フィリピン沿岸警備隊員の高速小型

艇に関する船舶維持管理・運用能力向上に大きく貢献しました。 

 

１ 日程等 

派遣期間：１２月４日（火）から７日（金）まで （４日間） 

派遣先：マニラ（フィリピン） 

派遣者：MCT職員３名 

訓練対象者：日本政府が供与した巡視船乗組員（フィリピン沿岸警備隊職員） １５名 

 

２ 実施内容 

・高速小型艇操船訓練 

入出港及び急加速・急停止等の基本操船訓練 

・母船からクレーンでの揚降訓練 

巡視船搭載のクレーンを使用し、母船から高速小型艇を出動させるための吊り揚げ・降し訓練 

・整備研修 

高速小型艇に備え付けてある船外機の整備に関する研修 

今後とも海上保安庁では、このような取組を通じ、他国海上保安機関との信頼関係の更なる深化を

図るとともに、法の支配に基づく「自由で開かれた海洋秩序」の維持・強化に貢献してまいります。    

   

講義の状況                    操船訓練の状況 



 

   

        整備訓練の状況              揚降訓練の状況 

 

※モバイルコーポレーションチーム（MCT） 

平成２９年１０月、海上保安国際協力推進官を責任者とする７名体制の能力向上支援の専従部

門（海上保安庁モバイルコーポレーションチーム）が発足。支援対象機関職員と共に、必要な支

援内容を協議する等、信頼関係を構築しながら支援対象機関の要望にきめ細かく対応し、より一

貫性・継続性のある能力向上支援を実施することで、支援効果の向上を図る。 

 

 


